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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【公表番号】特表2009-534533(P2009-534533A)
【公表日】平成21年9月24日(2009.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2009-038
【出願番号】特願2009-506685(P2009-506685)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  28/00     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  41/88     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  41/85     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  12/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  28/00    　　　Ｂ
   Ｃ０４Ｂ  41/88    　　　Ｆ
   Ｃ０４Ｂ  41/85    　　　Ｃ
   Ｃ２３Ｃ  12/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月8日(2010.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材にチタンおよび窒化物を拡散する方法において、
　全体としてコンパクトな粒状ミクロ構造をもつ基材を用意し、
　二酸化ナトリウム、およびシアン酸ナトリウムおよびシアン酸カリウムからなる群から
選択した塩を有する塩浴を用意し、
　チタン化合物の電解によって形成した金属チタンを上記塩浴に分散し、
　約４３０℃～約６７０℃の範囲にある温度に塩浴を加熱し、そして
　約１０分間～約２４時間の範囲にある時間上記基材を塩浴に浸漬することからなること
を特徴とする拡散方法。
【請求項２】
　基材へのチタンおよび窒化物の拡散を促進するために、上記浸漬時間を延長することか
らなる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　上記塩浴が、非電解塩浴である請求項１記載の方法。
【請求項４】
　上記塩浴に、二酸化炭素ナトリウム、炭酸ナトリウムおよび塩化ナトリウムから選択さ
れた塩を約２０ｗ/ｗ％までの量で追加配合した請求項１記載の方法。
【請求項５】
　浸漬温度が約５００℃～約６５０℃である請求項１記載の方法。
【請求項６】
　上記塩浴に、二酸化炭素ナトリウム、炭酸ナトリウムおよび塩化ナトリウムから選択し
た塩を約２０ｗ/ｗ％までの量を追加配合した請求項３記載の方法。
【請求項７】
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　基材を塩浴に浸漬する前に、基材を処理することからなる請求項１記載の方法。
【請求項８】
　熱処理、ナノコーティング、セラミックコーティング、物理的蒸着（ＰＶＤ）、化学的
蒸着（ＣＶＤ）およびイオン加速コーティング（ＩＡＣ）からなる群から選択した処理法
を使用して、基材を処理する請求項７記載の方法。
【請求項９】
　基材を塩浴に浸漬した後、基材をさらに処理することからなる請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　上記のさらに行う処理が、熱処理、ナノコーティング、セラミックコーティング、物理
的蒸着（ＰＶＤ）、化学的蒸着（ＣＶＤ）およびイオン加速コーティング（ＩＡＣ）から
なる群から選択した処理法を使用して、基材を処理する請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　基材が、炭化物を含有する請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　上記の炭化物含有基材を、炭化ホウ素、炭化クロム、炭化鉄、炭化二オブ、炭化ケイ素
、炭化タンタル、炭化チタン、炭化タングステン、炭化バナジウム、炭化ジルコニウム、
セラミック炭化物および炭化物合金からなる群から選択した請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　基材が金属基材である請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　基材にチタンおよび窒化物を拡散する方法において、
　炭化物含有基材を用意し、
　二酸化ナトリウム、およびシアン酸ナトリウムおよびシアン酸カリウムからなる群から
選択した塩を有する塩浴を用意し、
　チタン化合物の電解によって形成した金属チタンを上記塩浴に分散し、
　約４３０℃～約６７０℃の範囲にある温度に塩浴を加熱し、そして
　約１０分間～約２４時間の範囲にある時間上記基材を塩浴に浸漬することからなること
を特徴とする拡散方法。
【請求項１５】
　上記の炭化物含有基材を、炭化ホウ素、炭化クロム、炭化鉄、炭化ニオブ、炭化ケイ素
、炭化タンタル、炭化チタン、炭化タングステン、炭化バナジウム、炭化ジルコニウム、
セラミック炭化物および炭化物合金からなる群から選択した請求項１４記載の方法。
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